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○
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委
員
会
中

(

選
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管
理
委

員
会
事
務
局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
百
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
市
長
か
ら
青
森
市
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
青
森
市
大
字
六
枚
橋
字
磯
打
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
市
大
字
六
枚
橋
字
磯
打
二
〇
の
五
、
二
一
の
二
か
ら
二
一
の
四
ま
で
、
二
二
の
三
、
二
五
の

一
四
、
二
五
の
五
四
、
二
五
の
五
六
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

一
、
一
三
二
・
二
二
平
方
メ
ー
ト

ル青
森
県
告
示
第
百
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
	
村
長
か
ら
三
	
村
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
三
	
村
字
本
町
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
五
第

二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

東
津
軽
郡
三
�
村
字
本
町
八
、
一
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
地

先
公
有
水
面
埋
立
地

一
、
〇
〇
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
百
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

子
町
長
か
ら
田
子
町
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

三
戸
郡
田
子
町

大
字
田
子
字
上
似
田
二
八
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
大
字
田
子
字
大
王
橋
場
に

編
入
す
る
。

大
字
田
子
字
大
王
橋
場
一
の
一
の
一
部
、
大
字
田
子
字
種
場
五
四
の
一
部
、
五
九
の
一
部
、
二
〇

六
の
一
部
、
二
一
〇
の
一
部
、
大
字
田
子
字
下
似
田
四
一
の
一
の
一
部
、
四
一
の
二
の
一
部
、
四
二

の
一
部
、
四
三
の
一
、
四
三
の
二
、
四
四
の
一
、
四
七
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
田
子
字
上
似
田
に
編
入
す
る
。

大
字
田
子
字
種
場
五
四
の
一
部
、
五
九
の
一
部
、
二
〇
六
の
一
部
、
二
一
〇
の
一
部
、
大
字
田
子

字
堅
田
岩
ノ
脇
八
の
一
の
一
部
、
一
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
並
び
に
大
字
田
子
字
種
場
六
二
の
八
、
六
二
の
一
一
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部
を
大
字
田
子
字
下
似
田
に
編
入
す
る
。

大
字
田
子
字
下
似
田
四
の
一
部
、
五
の
一
部
、
一
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
田
子
字
堅
田
岩
ノ
脇
に
編
入
す
る
。

大
字
田
子
字
堅
田
岩
ノ
脇
一
の
一
部
、
大
字
田
子
字
堅
田
下
モ
九
の
一
の
一
部
、
九
の
二
の
一
部
、

九
の
三
、
一
〇
の
二
の
一
部
、
一
一
の
一
か
ら
一
一
の
四
ま
で
、
一
二
の
一
、
一
四
の
一
部
、
一
五

の
一
部
、
一
六
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部
を
大
字
田
子
字
堅
田
に
編
入
す
る
。

大
字
田
子
字
堅
田
一
の
一
、
一
の
二
、
二
の
一
の
一
部
、
二
の
三
、
大
字
田
子
字
馬
場
三
二
の
二

か
ら
三
二
の
四
ま
で
、
三
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並

び
に
大
字
田
子
字
馬
場
二
九
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
田
子
字
堅
田

下
モ
に
編
入
す
る
。

大
字
田
子
字
堅
田
下
モ
一
の
一
部
、
二
の
一
部
、
大
字
田
子
字
馬
場
一
八
の
一
、
二
一
の
四
、
二

五
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
大
字
田
子
字

馬
場
一
の
五
、
五
の
一
、
五
の
二
、
六
、
七
、
八
の
一
、
八
の
二
、
九
の
一
、
九
の
二
、
一
一
、
一

三
の
一
、
一
八
の
二
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
、
二
九
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部
を
大
字
田
子
字
馬
場
前
田
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
百
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
五
戸
町
社

会
福
祉
協
議

会

三
戸
郡
五
戸
町
字

鍛
冶
屋
窪
上
ミ
三

六

訪
問
介
護

倉
石
ヘ
ル
パ

ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
幸

神
道
前
一
五
の
四

平
成

��

･

�･

�

有
限
会
社
さ

く
ら

北
津
軽
郡
中
里
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
さ
く
ら

北
津
軽
郡
中
里
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
五
戸
町
社

会
福
祉
協
議

会

三
戸
郡
五
戸
町
字

鍛
冶
屋
窪
上
ミ
三

六

〃

五
戸
町
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
く
ら

い
し

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
幸

神
道
前
一
五
の
四

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
さ
く
ら
会

十
和
田
市
東
二
番

町
二
の
五
〇

〃

さ
く
ら
荘
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
新

山
平
六
四
の
一

〃
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青
森
県
告
示
第
百
四
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
号

平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
号

(

青
森
県
立
保
健
大
学
の
食
堂
施
設
及
び

売
店
施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

四
十
九
万
九
千
八
百
円｣

を

｢

四
十
五
万
三
千
六
百
円｣

に
、

｢

二
十
三
万
千
円｣

を

｢

二
十
二
万
九
千
九
百
五
十
円｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
百
六
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
種

畜
の
地
方
の
臨
時
検
査
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十

五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

検
査
家
畜
の
種
類

種
付
又
は
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
採
取
の
用
に
供
す
る
馬

二

検
査
期
日
及
び
検
査
場
所

青
森
県
告
示
第
百
七
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水
崎
一
一
六
の
一
三
か
ら
一
一
六
の
一
五
ま
で
、
一

二
〇
の
一
二
九
か
ら
一
二
〇
の
一
三
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

公

告
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社
会
福
祉
法

人
三
恵
会

下
北
郡
大
畑
町
大

字
大
畑
字
大
赤
川

二
九
の
四

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

く
ろ
も
り
の

郷

下
北
郡
大
畑
町
大

字
大
畑
字
大
赤
川

二
九
の
四

��

･

�･

�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
五

戸
町
社
会
福
祉
協

議
会

三
戸
郡
五
戸
町
字

鍛
冶
屋
窪
上
ミ
三

六

倉
石
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
幸

神
道
前
一
五
の
四

平
成

��

･

�･

�

検
査
期
日

検

査

場

所

平
成
一
七
・
三
・
七

上
北
郡
七
戸
町
字
原
久
保
九
五
の
二

諏
訪
豊
蔵

畜
舎



( )

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

清
水
頭
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

奈
良
岡

修

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
淋

代
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

岩

渕

肇
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了
年
月
日

鳩
田
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業

南

郷

村

平
成
��・
��・
��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

蹴
揚

兼
雄

小
比
類
巻石
雄

角

武
志

中
屋
敷
力
雄

一
戸

力
蔵

中
村

善
治

梅
津

康
義

澤
村
栄
治
郎

亀
山

徳
志

堀
内
喜
久
一

高
橋

和
男

田
嶋

功
一

楢
山

清
勝

関
川

昭
雄

岩
間

悦
男

馬
場

秋
夫

神
代

忠
一

本
間

弘

一
戸

力
蔵

澤
村
栄
治
郎

角

武
志

蹴
揚

兼
雄

千
葉
兼
太
郎

中
屋
敷
力
雄

中
村

善
治

梅
津

康
義

亀
山

徳
志

浪
岡

義
美

三
沢
市
淋
代
二
丁
目
一
一
六
の
一
六
六
三

〃

大
字
三
沢
字
園
沢
一
一
八

〃

大
津
二
丁
目
五
八
の
一
九
〇

〃

六
川
目
二
丁
目
一
〇
一
の
九
九
〇

〃

六
川
目
四
丁
目
一
〇
七

〃

細
谷
三
丁
目
七
三
一

〃

五
川
目
三
丁
目
七
三
の
二

〃

五
川
目
二
丁
目
五
七
の
八
二

〃

淋
代
三
丁
目
三
九
三
の
二

〃

細
谷
四
丁
目
九
九
の
九

〃

大
津
一
丁
目
一
二
の
二
七
五

〃

六
川
目
一
丁
目
七
七
一

〃

大
津
三
丁
目
一
二
の
二
九
〇

〃

淋
代
三
丁
目
三
四
六

〃

〃

三
四
九
の
二

〃

根
井
二
丁
目
一
一
五
の
一

〃

五
川
目
一
丁
目
二
〇
四

〃

大
字
三
沢
字
水
筒
四
二
の
一
二
九

〃

六
川
目
四
丁
目
一
〇
七

〃

五
川
目
二
丁
目
五
七
の
八
二

〃

大
津
二
丁
目
五
八
の
一
九
〇

〃

淋
代
二
丁
目
一
一
六
の
一
六
六
三

〃

大
津
一
丁
目
一
二
の
二
八
〇

〃

六
川
目
二
丁
目
一
〇
一
の
九
九
〇

〃

細
谷
三
丁
目
七
三
一

〃

五
川
目
三
丁
目
七
三
の
二

〃

淋
代
三
丁
目
三
九
三
の
二

〃

〃

一
四
五
の
二
七
九

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部
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〃〃〃〃〃監

事

〃〃

小
比
類
巻石
雄

堀
内
喜
久
一

高
橋

和
男

田
嶋

功
一

浪
岡

岩
夫

神
代

忠
一

北
向

日
直

馬
場

秋
夫

〃

大
字
三
沢
字
園
沢
一
一
八

〃

細
谷
四
丁
目
九
九
の
九

〃

大
津
一
丁
目
一
二
の
二
七
五

〃

六
川
目
一
丁
目
七
七
一

〃

淋
代
一
丁
目
二
八
六

〃

五
川
目
一
丁
目
二
〇
四

〃

大
津
三
丁
目
一
四
四
の
三
八

〃

根
井
二
丁
目
一
一
五
の
一

〃〃〃〃〃〃〃〃

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

工
藤
謹
一
政
治
活

動
後
援
会

工
藤
謹
一

工
藤
与
一

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
中
野
字
兎
口

二
二
の
七

平
成

��

･

�･

�

川
端
一
松
後
援
会

手
間
本政
信

酒
谷
成
光

下
北
郡
東
通
村
大
字
小
田
野
沢
字

畑
浦
一
三

��･

�･

�

住
民
投
票
を
求
め

る
会

海
老
名
徳
太
郎

工
藤
勝
彦

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
浪
岡
字
細

田
一
三
五

��･

�･

�

新
し
い
都
市･

青

森
を
つ
く
る
会

柳
谷
章
二

佐
々
木�
造

青
森
市
桂
木
四
丁
目
六
の
三
三

��

･

�･

��

加
藤
新
吉
後
援
会

平
野浩
一
朗

高
橋
初
彦

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
浪
岡
字
平

野
四
一
の
四
二

��

･

�･

��

三
村
申
吾
福
地
後

援
会

夏
堀
誠
悦

夏
堀
文
孝

三
戸
郡
福
地
村
大
字
苫
米
地
字
殿

村
二
〇
の
三

��･

�･

��

吉
村
忠
男
後
援
会

笹
森千
代
治

葛
西

諭

南
津
軽
郡
常
盤
村
大
字
常
盤
字
四

宮
本
二
一
の
一

��･

�･

��

蛯
沢
喜
代
治
後
援

会

蛯
名
省
吾

中
村
力
男

上
北
郡
東
北
町
字
内
蛯
沢
道
ノ
上

一
二
六

��･

�･

��

あ
す
の
常
盤
を
語

る
会

古
川
秋
教

三
浦
良
一

南
津
軽
郡
常
盤
村
大
字
福
島
字
宮

元
八
〇

��･

�･

��

上
條
幸
哉
後
援
会

梨
子
秀
信

対
馬
俊
行

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
長
塚
二
の

三

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
歯
科
医
師
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
青
柳
一
丁
目

三
の
一
一

青
森
市
青
柳
一
丁
目

二
の
九

平
成

��

･

��･

��

公
明
党
青
森
第
三

総
支
部

政
治
団
体
の

名
称

公
明
党
青
森
第
三
総

支
部

公
明
党
青
森
第
二
総

支
部

会
計
責
任
者

畠
山

敬
一

角
田

久
悦

��

･

�･

��

公
明
党
青
森
第
二

総
支
部

政
治
団
体
の

名
称

公
明
党
青
森
第
二
総

支
部

公
明
党
青
森
第
四
総

支
部

��･

�･

��



( )

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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公
明
党
青
森
第
四

総
支
部

政
治
団
体
の

名
称

公
明
党
青
森
第
四
総

支
部

公
明
党
青
森
第
三
総

支
部

��･

�･

��

自
由
民
主
党
青
森

県
港
湾
支
部

会
計
責
任
者

前
田

富
幸

横
山

昭
雄

��･

�･

��

自
由
民
主
党
平
内

町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
藤
沢
字
小
幡
三

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
小
湊
字
小
湊
五
九

��･

�･

��

代

表

者

森
田

泰
男

辻
村

司
朗

会
計
責
任
者

本
堂

次
彦

畑
井

勝
廣

自
由
民
主
党
深
浦

町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
深
浦
町
大

字
風
合
瀬
字
中
砂
子

川
一
九
〇
の
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大

字
風
合
瀬
字
中
砂
子

川
一
九
〇
の
三

��

･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

桜
田
博
幸
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

十
和
田
市
稲
生
町
四

の
三
七

十
和
田
市
稲
生
町
二

の
二
二

平
成

��

･

�･

�

古
川
健
治
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
尾
駮
字
家
ノ
前
九

九
の
一
五

上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
尾
駮
字
家
ノ
前
八

九
の
二

��･

�･

�

中
村
友
信
後
援
会

代

表

者

坂
本

嘉
隆

白
浜

浩
一

��･
�･

��

赤
木
長
義
後
援
会

会
計
責
任
者

赤
木

明
子

赤
木

昌
子

��･

�･
��

齊
藤
進
後
援
会

代

表

者

奥
谷

義
博

三
上

光
弘

会
計
責
任
者

寺
山

多
喜
男

奥
谷

義
博

��･

�･

��

北
川
政
行
後
援
会

会
計
責
任
者

北
川

忠

北
川

政
行

��･

�･

��

青
森
県
社
会
保
険

労
務
士
政
治
連
盟

会
計
責
任
者

齋
藤

博

新
谷

登
志
雄

��･

�･

��

川
端
一
松
後
援
会

代

表

者

二
本
柳

年
甫

手
間
本

政
信

��

･

�･

��

野
坂
と
く
じ
後
援

会

会
計
責
任
者

野
坂

篤
司

野
坂

忠
司

��･

�･

��

鈴
木
孝
雄
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

大
字
東
光
寺
字
稲
田

六
の
一
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